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雨水タンクは、屋根などに降った雨水を一時的に貯留するタンクです。
●小型タンク（500ℓ未満）設置の助成額
個人＝（本体価格＋設置工事費）×2/3
そのほか＝（本体価格＋設置工事費）×1/2
●助成限度額＝1基につき4万円（1敷地につき2基まで）
※大型タンク（500ℓ以上）の助成有り

※　　　売買を目的とした建築物や住民税などの滞納がある場合は対象外

雨水タンク設置助成2

1 2

止水板は、建築物に水が浸入することを防止するために当該出入り口などに設
置するものです。
●助成対象地域
区内で過去に浸水被害が発生した地域か発生のおそれがある地域
●止水板設置工事の助成限度額・助成率
個人＝限度額100万円、助成率4/5※区内に住民登録のない個人は50万円
法人＝限度額150万円、助成率3/5
●簡易型止水板購入の助成限度額・助成率
個人＝限度額25万円、助成率4/5
法人＝限度額20万円、助成率3/5

音楽に合わせてプールでアクアビクス（3日制）
5月12・19・26日(火)正午～午後1時30
分、矢口区民プール、1,000円、電話
t090-7416-8158石渡
太極拳体験会（2日制）　5月14・21日
(木)午後2時から、大森スポーツセン
ター、当日会場t3768-6962綱島
遺言・相続専門行政書士による相談会　5月
16日（土）午前9時15分～午後4時30分、

掲載の催しは区の主催ではありません。ご自身の責任で参加してください。費用の記入がないものは原則無料。

消費者生活センター、電話t080-
5648-8107弓野
健康歌声サロン　5月19日（火）午前10時～
11時30分、嶺町集会室、1,320円、先着
40名、5月15日までに電話t6715-
6866吉田
愛唱歌の集い　初心者可。5月19日（火）
正午～午後2時、アプリコ、2,000円、先着
10名、電話t080-3351-7290森本

初めての太極拳 体験教室（2日制）　5月20・
27日（水）午後2時～4時、下丸子二丁目
の会場、電話t 080-5196-9031
町田
相続の勉強会＆行政書士相談会　5月24
日（日）午前9時30分～午後4時、田園調
布せせらぎ館、電話t070-6479-
0064近藤

掲載要件が
4月1日号掲載分から変わりました

●掲載できるのは大田区社会教育関係団体に登録のある団体です
●申し込み時に大田区社会教育関係団体の登録証（表裏）の提出が必要です
●申込期限は掲載希望月の2か月前の1日です。
　ただし、1日が閉庁日の場合は翌開庁日
●電子申請をお願いします。10月1日号からは電子申請のみとなります

区民のひろば

吹奏楽の定期演奏会　5月24日（日）午後
2時～5時、アプリコ、先着1,000名、当日
会場t090-5203-4854伊藤
たのしい歌声教室　5月29日（金）午前10
時～11時30分、大田区民プラザ、1,650
円、先着30名、電話t070-5572-
0195佐藤

申し込みは
コチラ

8月1日号の掲載申込期限は6月1日必着です！

専門家に無料で相談できます。実施状況など詳細はお問い合わせください。※申込方法の記載がないものは当日会場へ
※休日、年末年始を除く1区内在住・在勤・在学の方7広聴広報課広聴担当t5744-1135f5744-1504

区民相談室

法律相談(予約制)　相談員=弁護士
借地、借家、相続、離婚、金銭問題などの日常生活に関すること
2月・水・金曜、午後1時30分から（全5回、相談時間各25分）
3区役所本庁舎2階6対面＝問合先へ電話、オンライン＝電子申請

不動産の取り引き一般に関すること
2第1・3木曜、午後1時～3時（受け付け）3区役所本庁舎2階

不動産取引相談　相談員=宅地建物取引士

不動産、会社などの登記手続きに関すること
2第3火曜、午後1時から（全6回、相談時間各30分）3区役所本庁舎2階
6問合先へ電話。前月の5日（土・日曜、休日の場合は翌開庁日）から受け付け

登記相談（予約制）　相談員=司法書士

所得税、相続税などの税金相談（確定申告の相談は除く）
2第2・4木曜、午後1時から（全6回、相談時間各30分）3区役所本庁舎2階
6問合先へ電話。前月の1日（土・日曜、休日の場合は翌開庁日）から受け付け

税務相談（予約制）　相談員＝税理士

遺言、相続、金銭貸借などの証書作成、文書の認証、確定日付に関すること
2第1火曜、午後1時～3時（受け付け）3区役所本庁舎2階

公証相談　相談員＝公証人

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など
2第1・3火曜、午後1時～3時30分（受け付け）3区役所本庁舎2階

社会保険労務相談　相談員＝社会保険労務士

国など行政全般に関する要望、苦情など
9第1・3火曜、午後1時～3時（受け付け）=区役所本庁舎1階
第2水曜、午後1時30分～3時30分（受け付け）=アトレ大森（大森北1-6-16）

行政相談　相談員＝行政相談委員（総務大臣が委嘱した民間有識者）

境界線問題や不動産の表示登記などに関すること
2第1水曜、午後1時～3時30分（受け付け）3区役所本庁舎1階

土地・建物相談　相談員＝土地家屋調査士

家族や自分の健康に関する①一般②メンタルヘルスのこと
2木曜（②は月1回）、午後1時～2時30分（受け付け）3区役所本庁舎2階
6大田地域産業保健センター（t3772-2402）へ電話

健康相談（予約制）　相談員＝産業医の資格を持つ医師、産業保健師

戸籍、相続、外国人在留、官公庁への許認可などの手続きに関すること
2第4木曜（休日の場合は翌日、12月は第3木曜）、午後1時～3時30分（受け付け）
3区役所本庁舎1階

行政手続相談　相談員＝行政書士

●法律の目的
この法律は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などに
かかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由とし
て労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報に関
する保護制度を定めたものです。
●法律の主な内容
・労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やそのほかの法令違反行為について、事
業者内部や処分などの権限を有する行政機関などに通報した場合、通報したことを
理由として事業者が解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています
・公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に通
知するよう努めなければなりません
・公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません

7総務課内部統制・情報セキュリティ担当 
t5744-1160 f5744-1505

公益通報者保護法とは

耐震診断から改修工事までにかかる費用の一部。
●対象建築物＝平成12年5月31日以前の基準（旧耐震基準および新耐震基準）で建て
られた区内木造住宅（地下を除く2階建て以下・新耐震基準は在来軸組工法に限る）
●助成金額・耐震改修設計=助成限度額15万円
耐震改修工事=助成限度額200万円（障がい者など居住の場合は150万円を加算）
※耐震診断は別途助成があります。沿道耐震化道路沿いの建築物、非木造（マン
ションなど）建築物などについても、4月1日から助成金額などを
一部拡充しています。助成要件や助成金額などが異なります。
詳細はお問い合わせください

木造住宅耐震化助成

区では、地震による建物の倒壊から区民の皆さんの生命・財産を守るため、各種助
成事業を行っています。4月1日から、その一部の助成限度額などを拡充しました。
自宅の耐震化などを検討している方は、ぜひご活用ください。

1

耐震性が不足する旧耐震基準で建てられた木造住宅を除却する際にかかる費
用の一部。
●対象建築物＝昭和56年5月31日以前の基準（旧耐震基準）で建てられた区内
木造住宅（地下を除く2階建て以下）
●助成金額
区内の中小事業者と契約＝助成限度額100万円
そのほかの事業者と契約＝助成限度額75万円

木造住宅除却工事助成2

木造住宅などの耐震化助成

通学路沿いなどのブロック塀などの撤去、フェンスなどの新設工事費用の一部。
※区内中小事業者が行う工事に限ります
●対象工事
・通学路、特定緊急輸送道路に面する高さ1ｍ以上のブロック塀などの撤去
・高さ２ｍ以下のフェンスなどの新設
●助成金額
撤去＝①撤去費用の3/4の額②助成単価3万円/ｍにブロック塀やフェンスなど
の長さを乗じた額（最大30万円）　　
新設＝①撤去費用の2/3の額②助成単価5万円/ｍにブロック塀やフェ
ンスなどの長さを乗じた額（最大30万円）
※①②のうち金額が低い方で助成金を算出

申請できる方は住宅かブロック塀などの
所有者です。契約前の申請が必要です。手
続きや詳細は区HPをご覧いただくかお問
い合わせください。
7防災まちづくり課耐震改修担当
t5744-1349 f5744-1526

ブロック塀等改修工事助成3

●浸水軽減に向けて工事費などの一部を助成
浸水防止対策として、建築物の出入り口に止水板を設置するほか、屋根の雨
水を貯留する雨水タンク、地下へ雨水を浸透させる雨水浸透施設の設置を支
援します。

　 止水板設置助成1

雨水浸透施設は、雨どいで集めた雨水を、浸透ます・浸透トレンチ管（雨水浸透
管）を経由して地下に浸み込ませる施設です。
●助成対象地域＝埋立地を除く区内全域
※急傾斜地、隣地と段差がある・地下水位の高い箇所などは対象外
※大田区開発指導要綱の適用を受ける建築物や住民税などの滞納がある場合
は対象外
●助成額＝実際にかかった工事費の合計額に応じて支給
●助成限度額＝1件につき40万円

　 雨水浸透施設設置助成3

止水板・雨水タンク・雨水浸透施設設置助成の
ご案内

　～  　いずれも1 3

　～  　いずれも1 3

7建築調整課地域道路整備担当
t5744-1308 f5744-1558

1保護者の就労などで夏休み期間中に保育が必要な区内在住か在学の小学生
27月21日（火）～8月31日（月）、月～金曜＝午前8時～午後5時、土曜＝午前8時30
分～午後5時のうち必要な時間※月～金曜は延長保育有り
3学童保育施設46,000円（延長保育は1,500円加算）※減額免除制度有り
5各施設10名程度65月19日～6月2日に利用希望の各施設へ申請書（各施設・
問合先で配布。区HPからも出力可）と就労証明書などの必要書類を持参
7教育総務課教育地域力推進担当
t5744-1273f5744-1565

学童保育の夏休み利用

・自転車は車の仲間であり、車道通行が原則です。走行すべき車道の左側に設置
されています
・マークの上を矢印の方向に走行しましょう
・安全確認をおこたらずに走行しましょう
・特に信号のない交差点では、一時停止し、左右の安全確認をするなど、交通
ルール・マナーを守りましょう
・路上駐車している車両を追い越す際は、後方から自動車などが来ていないこと
を必ず確認しましょう
7都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当
t5744-1315f5744-1527

福祉オンブズマンは、福祉サービス利用者の権利を守るために区長から委嘱
され、利用者からの相談や苦情申し立てを受け付けています。公正な立場で
調査を行い、必要に応じて区に対して是正の勧告や意見表明をします。相談
日以外は区職員が相談をお受けし、福祉オンブズマンに引き継ぎます。
2火曜、午前9時～正午3区役所本庁舎2階
6問合先へ電話かFAX（記入例参照。相談内容・方法(面談か電話)も明記）
※予約優先。空きがある場合は当日も受け付け可
7広聴広報課福祉オンブズマン担当
t5744-1130f5744-1553

坂井崇徳
（弁護士）

武川正吾
（大学名誉教授）

牧山美香
（弁護士）

三輪清子
（大学准教授）

福祉サービスに苦情や不満があるときには
福祉オンブズマンにご相談ください

み わ まきやまたけがわしょうごさかいたかのり みか きよこ

6月4~10日は、歯と口の健康週間

令和８年度標語「歯みがきは　体を守る　最前線」
●歯と口の健康週間パネル展
25月27日(水)午前11時～6月3日(水)午後3時
3区役所本庁舎1階6当日会場へ
●歯と口の健康パネル展・無料健康相談
パネル展＝26月4日(木)午前11時～10日(水)午後4時30分
無料相談＝26月7日(日)午前11時～午後3時
3グランデュオ蒲田3階東西連絡通路(西蒲田7-68-1)6当日会場へ
7健康づくり課健康づくり担当t5744-1672f5744-1523

保育園児、小・中学生の図画・ポスター、

作文・標語の展示、表彰式

26月21日(日)展示＝午前10時～午後0時30分、
表彰式＝午前11時～午後0時30分
3大田文化の森6当日会場へ
7大森歯科医師会t3755-5400f3755-0307

自転車ナビマーク・ナビラインに従って
走行しましょう




